
教職員定数法改正による「３０人以下学級実現」のための意見書 
 
 
 経済格差の拡大などによる就学援助児童の増加、保護者等の多様な教育ニーズ、

子供たちの学力格差の拡大など、教育現場では、益々困難な状況が表れている。 
 学校現場では個々に応じたきめ細かい指導や、ゆとりをもった授業が求められて

いる。 
日本の学校の１学級４０名の定数が国際的に見て異常な多さであり、教育の困難

さを増す大きな原因であることは以前から指摘されてきた。 
 国としては新教職員定数改善計画、平成２３年度から３０年度までの８年間で小

学１年生～中学３年生まで「３５人学級」、小学１年生と２年生については、平成

２９年度から３０年度の２年間で「３０人学級」の少人数定数を打ち出している。

そして、平成２３年度から「小学１年生３５人学級」がスタートし、平成２４年度

加配定数で「小学２年生３５人学級」に進んでいる。 
 さらに地方独自の努力で「少人数学級」の実現が可能なように規制緩和されまし

た。それに伴い、現在、４７都道府県で何らかの形態で「少人数学級」の施策が実

施されている。沖縄県においても、平成１３年度から小学校低学年を中心にその改

善が図られ、現在は小学校１・２年生において条件が合えば「３０人以下学級」、

平成２４年度から３年生において「３５人以下学級」の適応が行われている。しか

し、沖縄県の財政状況ではこれ以上の推進は厳しいものがある。 
 現政権においても、予算配分を「コンクリートから人へ」の理念のもと、教育予

算を GDP（国内総生産）の３．４％から５％に引き上げるマニフェストを示して

いる。 
 「教育は未来への先行投資」であり、子供たちへの最善の教育環境を提供する必

要がある。そのためにも学校現場における「３０人以下学級」の実現は急がれる課

題になっている。是非、教職員定数法の早期改正により、国の責任で「３０人以下

学級」の完全実現を強く要望する。 
 
 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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